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序章 

 

Ａ 問題関心 

長野県木島平村は，県の北東部に位置する，人

口は 5000 人弱の村である。平成の市町村合併期を

経た今日でも，行政単位としての「村」を維持してい

る自治体である。 

 木島平村には現在，木島平小学校・木島平中学校

という村立の小学校・中学校が 1 校ずつ設置されて

いる。このうち小学校は2010（平成22）年度に学校統

合が行われ，それまで北部小学校・中部小学校・南

部小学校の 3校であったものが 1校に統合されたも

のである。統合前の中部小学校の位置に，現在の木

島平小学校はある。 

 今日，我が国の学校教育をめぐっては，「開かれた

学校づくり」あるいは「地域とともにある学校づくり」と

いった言葉で象徴される，学校と地域とが一定の関
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係をとり結んでの学校づくりが進められつつあるとい

える。1998（平成 10）年 9 月の中央教育審議会答申

「今後の地方教育行政の在り方について」の中で提

唱された地域住民の学校運営への参画は，2000（平

成 12）年の学校評議員制度導入，そして 2004（平成

16）年からの学校運営協議会制度導入へとつながり，

2008（平成 20）年からは学校支援地域本部事業も開

始されている1。2013（平成25）年4月現在，学校運営

協議会が設置されている学校を指す「コミュニティ・

スクール（地域運営学校）」は全国に1570校を数える

までに拡大されている2。今日の我が国においては，

「地域とともにある学校」が学校を表す 1 つの代名詞

ともいえる状況が現出されつつあるのである。 

 そして木島平小学校および木島平中学校におい

ても，現在コミュニティ・スクールの設置に向けた取り

組みが進められているところである。木島平小学校・

木島平中学校では 2012（平成 24）～2013(平成 25)

年度の 2 年間でコミュニティ・スクール設置に向けた

文部科学省からの研究指定を受け，2014（平成 26）

年度からのコミュニティ・スクール化に向けて準備が

行われているところである。村内に小中学校が 1 校

ずつである現状を踏まえ，木島平村では小中一貫

型のコミュニティ・スクール化が企図されている。 

 今日，我が国の農山村では過疎化・少子高齢化と

いった人口問題が顕在化しており，木島平村もまた

その例外ではない。詳細は後述するが，木島平村の

高齢化率は全国平均を大きく上回っており，小学校

の統合が行われたという事実に鑑みれば，少子化の

進展もまた容易に推察できるところである。また，木

島平村内の高校は農林高校が 1校あるのみであり，

高校，さらには大学への進学を考える際には，若者

は年齢を重ねるにつれて村を出ることが常になって

いるともいえる状況にある。そうした中，木島平村に

おける「地域とともにある学校づくり」の試みを追うこ

とは，過疎化・少子高齢化に悩む今日の農山村にお

ける学校教育のあり方そのものを考える契機となり得

るものである。高齢化の進んだ地域における住民の

学校教育への参画は地域そのものの活性化につな

がる可能性を秘めたものであり，地域が活性化する

ことで学校もまた活力を高めていくことが期待される。

学校と地域との間での好循環が期待できるのであ

る。 

 本稿は 2013(平成 25)年度の東京大学大学院教育

学研究科附属学校教育高度化センター大学院生研

究プロジェクト「社会に生きる学力形成をめざしたカ

リキュラム・イノベーション」の報告書として提出する

ものである。木島平村を対象とした調査研究は昨年

度の同プロジェクトにおいても「農山村における地域

とともにある学校づくり : 長野県木島平村のコミュニ

ティ・スクール構想を事例として」（園部ほか，2013

年）として実施しており，本研究はその問題関心を引

き継ぐ，木島平村のコミュニティ・スクール設置過程

を対象とした 2 年目の研究成果となる。本年はコミュ

ニティ・スクール化に向けた取り組みが進められる中

で行われている具体的な教育活動に特に焦点を当

て，学校と地域との結び付きに支えられるカリキュラ

ムの分析に重点を置くこととしたい。 

 

Ｂ 対象事例の概要 

既述のとおり，本稿では分析の事例として，昨年

度に引き続き長野県木島平村を取り上げる。 

下図に示すとおり，木島平村は長野県の北部に位

置し，周りを飯山市，中野市，山ノ内町，栄村，野沢

温泉村に囲まれている。平成の大合併期を経た今日

でも行政単位としての「村」を維持し，自然環境，村

の産業を生かした独自の村づくりに取り組んでいる。 

 

 
図１:長野県の地図3 

 

県庁所在地の長野市からは約 40km 離れており，

JR 飯山線を利用して木島平村から長野市へ通学し

ている高校生・大学生も村内には多い。 

人口は 2013（平成 25）年 12月 1日時点において
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4,699 人であり4，高齢化率は 2010（平成 22）年の時

点で既に 32.2%に達しており5，現在の全国平均も大

きく上回る数値となっている。 

 

 

図2：木島平村の人口の推移6 

 

木島平村の産業は，第 1 次産業が 26％，第 2 次

産業が 22.7%，第 3次産業が 51.4%という内訳になっ

ている7。 

学校教育に目を向けてみると，木島平村には現在，

村立の小学校と中学校がそれぞれ 1 校ずつ設置さ

れており，小学校は 2010（平成 22）年度にそれまで

村内にあった 3つの小学校が統合されて新たなスタ

ートをきったことは既に触れたとおりである。 

なお，木島平村には現在保育園も 1園しかない状

況であり，子どもたちは保・小・中と，ほぼ同じメンバ

ーで 10年以上を過ごすことになる。 

そして現在，村に 1 校ずつの小学校・中学校を舞

台として，小中一貫型のコミュニティ・スクールの設

置に向けた試みがなされているところである。コミュ

ニティ・スクール設置までの準備期間は 2012(平成

24)年度～2013(平成 25)年度の 2年間とられており，

本年度はその 2年目にあたっている。 

 

Ｃ 昨年度の成果 

詳細は昨年度の本プロジェクト報告書である園部

ほか（2013）をご参照いただきたいが，昨年度の調査

から，以下のことが明らかになった。 

第一に，村民のなかでは，小学校の旧学区単位

の意識がいまだに根強く，学校と地域の関係構築の

ためにはその解消が目指されるということである。 

第二に，学校長と代表の児童・生徒が参加した「熟

議」と称する学校運営への子ども参画の試みや，授

業に子どもが積極的に参加する「学びの共同体」実

践など，子どもの学校参画が萌芽的ではあるが実現

されていることである。 

 そして，「カリキュラム・イノベーション」に向けた具

体的な提言として，「直線型・一方通行型」から，地域

に根差した「往環型」のカリキュラムへの転換を提言

した。 

 以上の成果をふまえて，本年度はさらに学校でコミ

ュニティ・スクール化以前に進められてきた実践に具

体的に踏み込み，その詳細を明らかにしながら，そ

うした実践がコミュニティ・スクールとしての教育活動

にどう結び付き得るのか，そしてその中に子どもがど

のように参画し，位置づいていくことができるのかに

ついて，検討していくことにする。 

詳細な説明は第 2章で改めて行うが，具体的な実

践としては木島平中学校において実施されている

「KJH農村文明塾」および「村長への提言」という2つ

の取り組みを取り上げる。中学校に特化している背

景としては，木島平小学校の方で行われている学校

と地域とが連携した取り組みは単発的なものにとどま

っており，カリキュラムづくり，さらには学校経営その

ものへと発展させていくには継続性に欠ける面があ

ること，また昨年度の調査から明らかになった「旧小

学校を母体とした地域」間での葛藤を乗り越え，木島

平村を1つの地域と捉えた学校づくりを考えていく上

では，もともと村全体が学区となっていた中学校に

おける取り組みを対象とすることで得られる示唆が少

なくないと考えられるからである。 

 以上に基づき，本年度はコミュニティ・スクールの

設置過程に関わっている人々への調査のほか，中

学校における具体的な取り組みを対象とした調査を

実施し，必ずしもコミュニティ・スクール化を主導する

立場に立っているわけではない村民の声も拾うこと

によって，多角的な視点から木島平村の地域と連携

した学校づくりの試みと，それをコミュニティ・スクー

ルとしての活動に昇華させていく上で考えねばなら

ない課題について分析を行っていくことにする。 

 

Ｄ 本稿の構成 

本稿は，以下の構成をとる。 

まず第1章では，本稿に関わる先行研究を大きく2

つの視点から取り上げ，分析，検討する。 木島平村
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でコミュニティ・スクール化に向けた動きが進められ

つつあることを踏まえ，ひとつはコミュニティ・スクー

ルに関する先行研究を取り上げる。もうひとつは，学

校と地域とが連携した教育活動に関するものとして，

いわゆる地域学習に関する先行研究を取り上げる。

これらを概観する中で，本稿で分析すべき課題を整

理していくことにしたい。 

第 2 章では， 木島平中学校において進められて

きた「KJH農村文明塾」，および「村長への提言」とい

う2つの地域学習を対象に，教員・生徒・地域講師へ

のインタビュー，及び，関連資料を分析することで，

実践の詳細を明らかにする。 

そして第3章では， まず第2章で取り扱った実践

が有する可能性とその中に孕まれる課題を解明し，

つぎにそうした実践がコミュニティ・スクールとしての

教育活動にどう結びつきうるのかについて考察を行

う。 

最後に，木島平村の事例分析から得られた知見を

踏まえて「地域とともにある学校づくり」の課題や意

義・新たな可能性を検討するとともに，そこから得ら

れる「カリキュラム・イノベーション」への示唆を述べ

たい。 

（村上純一，邊見信） 

 

第１章 先行研究と分析の枠組み 

 

 本章ではまず，コミュニティ・スクールに関する政策

の動向およびそれに着目した先行研究を整理すると

ともに，学校と地域とが連携した教育活動に関する

具体的な事例を扱った先行研究を概観し，本研究の

位置づけおよび本研究に関わって実施した具体的

な調査の概要を示すことにする。 

 

Ａ コミュニティ・スクールの政策動向 

 コミュニティ・スクール構想の直接の端緒は小渕内

閣・森内閣下に設置された教育改革国民会議での

提言であるとされる8が，関連する大きな政策の流れ

として，2000（平成 12）年前後から進められているい

わゆる「開かれた学校づくり」にも触れておくことにし

たい。 

 1998（平成 10）年 9 月，中央教育審議会から答申

「今後の地方教育行政の在り方について」が出され9，

その中で地域住民の学校運営への参画が提唱され

た。これを踏まえて2000（平成12）年1月には学校教

育法施行規則が改正され，同年 4 月より導入された

のが学校評議員制度である。現在，学校評議員は学

校教育法施行規則第49条にそれを置くことができる

と規定されており，「校長の求めに応じ，学校運営に

関し意見を述べることができる」として，その役割が

記されている。 

 学校評議員制度の導入によって，地域住民が学校

運営に定期的に触れる機会が持たれるようになり，

学校側の第三者に対するアカウンタビリティの意識

が高まるひとつの契機になったといわれる一方，学

校評議員は校長の推薦を基に設置者が委嘱するも

のであるから，対学校というよりは対校長という限ら

れた関係での関与になりがちであるといった批判も

見られるところである。そもそも学校評議員はあくま

で学校の「外部」に位置づく存在であり，「そう位置づ

けられている限り，学校づくりの主体として意思決定

過程に参加するという位置づけはなじまない」もので

あるという指摘もなされてきた10。 

そこで，保護者や地域住民もまた学校の意思決

定・学校経営に主体として関わるための制度として

具体化されていったのが，学校運営協議会を設置し

た学校であるコミュニティ・スクールである。 

 先述のとおり，コミュニティ・スクールは 2000（平成

12）年 12 月に発表された教育改革国民会議報告書

「教育を変える17の提案」の中で提案の1つとして掲

げられたものであり，その後，内閣府の総合規制改

革会議で設置に向けた議論が進められていく一方，

文部科学省サイドでも制度化に向けた検討が進めら

れていった11。法制化されたのは 2004（平成 16）年 6

月のことであり，「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」（以下，同法は「地教行法」と略記する）

を一部改正しての制度化であった。 

 こうして制度化されたコミュニティ・スクールは，制

度化の翌年である 2005（平成17）年4月の段階では

全国で僅か 17 校であったものが，2006（平成 18）年

4月には53校，2007（平成19）年4月には197校と，

年を追うごとにその数を大きく増やしていった12。また，

これは法律上の規定として制度化されたものではな

いものの，2008（平成 20）年度からは学校支援地域

本部事業も開始されており，学校の「地域とともにあ
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る」という在り方を支える仕組みは今後ますます拡充

されていく流れにあるということができる。 

 もちろん，この四半世紀における「開かれた学校づ

くり」の政策の展開13を見ていく上で，2度の総選挙に

よる政権交代という政治的な環境変動を見逃しては

ならないが，少なくともコミュニティ・スクールに関し

ては，政権交代による政策転換等はなく，一貫して

推進され続けていると考えられる。特に，1 度目の政

権交代となる民主党への政権交代はコミュニティ・ス

クール推進の流れをむしろ加速させることになったと

言えるであろう14。 

なぜなら，地域住民が学校運営に主体として参画

するというコミュニティ・スクールの在り方が，民主党

政権の掲げる「地域主権」あるいは「新しい公共」とい

った目指す政治の方向性と親和性の高いものであっ

たと考えられるからである。また，初期の民主党政権

期（鳩山内閣・菅内閣）には，文部科学副大臣に，コ

ミュニティ・スクール構想の旗振り役の一翼を担って

きた鈴木寛が就任したことも大きかったと思われる
15。 

 民主党は，その目指す政治のキーワードの 1 つに

「新しい公共」を掲げた。衆議院総選挙翌月の 2009

（平成21）年10月26日に行われた臨時国会での所

信表明演説において，鳩山由紀夫首相（当時）は

「人を支えるという役割を，『官』と言われる人たちだ

けが担うのではなく，教育や子育て，街づくり，防犯

や防災，医療や福祉などに地域でかかわっておら

れる方々一人ひとりにも参加していただき，それを

社会全体として応援しようという新しい価値観」として

「新しい公共」を説明16し，民主党の政権運営におけ

る 1つの柱に据えたのである。 

 この「新しい公共」について，奥野・栗田はその目

的を「市場経済でも行政でも実現されない人びとの

欲求を満足させ，同時にそれによって活動に参加す

る人びとの自己実現を図ること」とし，背景には，「そ

れが人口減少・高齢社会における地域の活力となり，

住民の生き甲斐となる可能性を持っていること，それ

にもかかわらず都市でも農村でも地域コミュニティが

崩壊状態にあって，活動の再構築が必要になって

いること」を挙げている17。そしてその活動領域を，①

行政機能の代替，②公共領域の補完，③民間部門

が企業的手法を活用して民間領域で公共性を発揮

する場合，④官と民の間や多様な民間主体の間に

立って連携を構築する「中間支援機能」の 4 つに分

類している18。これらの観点を踏まえ考えたとき，保

護者や地域住民が学校の運営に主体的な立場で参

画するコミュニティ・スクールは「保護者や地域住民

が『子どもたちの将来のため』という意識の下，共通

の目的のために協力し合う，子どもたちを軸とした

『新しい公共』を実現する姿」ともいわれるものであり
19，民主党政権下においてもその推進が図られてき

たのである20。 

 その後，2012（平成 24）年 12月に行われた衆議院

議員総選挙の結果ふたたび政権交代が起こり，3 年

3 カ月の時を経て自民党・公明党が連立与党の座に

返り咲くこととなった。しかし，ここでもコミュニティ・ス

クール推進の流れは変わることはなく，2013（平成

25）年 4 月の時点ではコミュニティ・スクールは全国

で 1570 校を数えるまでに拡大している。さらに，

2013（平成 25）年 6 月に閣議決定・公表された「第 2

期教育振興基本計画」では，2017（平成29）年までに

コミュニティ・スクールを全公立小・中学校の 1割まで

拡大するという数値目標も掲げられている21。コミュニ

ティ・スクールの増加傾向は今後も継続していくもの

と考えられる。 

（本田哲也，村上純一） 

 

Ｂ コミュニティ・スクールに関する先行研究 

 このように，間もなく制度化から 10 年を迎え，指定

校数の増加が続いているコミュニティ・スクールであ

るが，導入から年月が経つにつれ，これを扱った先

行研究の蓄積もまた進んできているところである。本

節ではそれらを確認する。 

 コミュニティ・スクールには，地教行法により 3 つの

大きな権限が与えられている。第 1 に学校運営の基

本方針を承認するという権限，第 2 に学校運営に関

する事項について教育委員会または学校長に対し

て意見を述べることができるという権限，第 3 に教員

の任用に関して意見を述べることができるという権限

である22。特にこの第3番目の点において，意見表明

を受けた当該教育委員会はそのことを尊重しなけれ

ばならないとされている点で，コミュニティ・スクール

は従来の学校とは異なる大きな権限をもつ公立学校

であるといえよう。 
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 ただし，制度設計においてこのように権限が付与さ

れているとはいえ，制度運用においては必ずしもそ

うした趣旨が活かされているとは限らない。従って，

以下では実際のコミュニティ・スクールにおいて学校

長が上記3つの権限に対してどのような認識をもち，

それらの権限をどのように行使しているのか，または

行使していないのかについて，コミュニティ・スクー

ルに関する最新の全国調査であるコミュニティ・スク

ール研究会による質問紙調査23の結果を基に検討を

進めていくことにする。 

 まずは学校長の認識である。前述した 3 つの権限

のうち大切であると思う順番に関する回答では，第 1

に学校運営の基本方針を承認すること，第 2 に学校

運営に関する事項について教育委員会または学校

長に対して意見を述べること，第 3 に教員の任用に

関して意見を述べることという順番であった。 

 次に，その行使の実態である。質問紙調査の結果

からは，教育委員会への意見の表明を約 20％のコミ

ュニティ・スクールが行っているが，教職員の任用に

関して意見を述べること，および学校運営の基本方

針に修正意見を述べることは 15％前後にとどまる結

果となっている。このことから，現状では学校運営協

議会の役割・権限をさらに行使する余地があり，さら

なる活動の活性化が期待されるという結論付けがな

されている24。 

 以上のような全国調査の結果から，コミュニティ・ス

クールがその法律上に期待された権限を十分に行

使していないのではないかという論者もいる。この点

に関係して，コミュニティ・スクールはその実施段階

で政策の変容が生じていると指摘しているのが岩永

定である。岩永は，教育改革国民会議で提案された

コミュニティ・スクールの原案にあたるものを「チャー

ター・スクール型」，法制化にあたって変容したコミュ

ニティ・スクールを「説明責任型」，実際の学校で多く

受容されているコミュニティ・スクールを「学校支援

型」に類型化し，現在のコミュニティ・スクールが政策

実施の過程の中で変容してきていることを指摘して

いる25。これを受けて橋本らは，2 つの市の教育委員

会の担当者や学校長のインタビューから，教育委員

会が政策導入にあたって，学校長らの反応を想定し

つつ当初の立法意図とは異なる説明を行い，政策の

導入を図ろうとしていることを明らかにしている26。こ

れらのことは，コミュニティ・スクールを「学校ガバナ

ンス」という側面から捉えるのか，それとも「学校支

援」という側面から捉えるのかという 2 つの立場があ

ることを窺わせるものである27。そして，ここまで論じ

てきたように，学校運営協議会の機能に着目する立

場は，「学校ガバナンス」という側面からコミュニティ・

スクールを捉えたものとして考えることができるとい

える。 

 また，「学校ガバナンス」という側面からコミュニテ

ィ・スクールを捉える立場においては，学校運営協

議会に関わるステークホルダーに着目した分析も盛

んに行われている。そこで次に学校運営協議会に

関わるステークホルダーの視点からコミュニティ・スク

ールがどう描かれているのかについて先行研究を

概観する。 

 まず，学校長の視点である。学校運営協議会の意

思決定における学校長の認識に着目したものとして

日高（2007）が挙げられる。そこでは事例となる 2 つ

の学校における学校運営協議会の意思決定プロセ

スの比較から学校長の役割が変容することを指摘し

ており，学校運営協議会においては学校長の決議

権が相対的に低いことを明らかにしている28。 

 次に，保護者に着目したものとして仲田（2010）が

挙げられる。日本の学校運営協議会においても諸外

国の研究に見られるような「無言委員」が存在するこ

とを確認した上で，それが保護者に偏在していること

を明らかにしている29。 

 そして，子どもに着目したものとして岩永（2012）が

挙げられる。コミュニティ・スクールにおいても子ども

の位置づけが十分になされていないことや，コミュニ

ティ・スクールではなくても学校と家庭・地域との連携

の中で子どもの主体性を発揮させる取り組みがある

ことを紹介している30。 

 一方，大林（2011）のように学校運営協議会が学校

改善に果たした役割を分析しているものもある。そこ

では，学校運営協議会を導入した学校がどのように

学校改善に取り組んでいくのかについてスクールヒ

ストリーを中心に分析を行っている。学校長がどのよ

うな目的意識をもって学校運営協議会を活用するの

かが学校改善には重要であることがそこでは指摘さ

れている31。 

 以上から，「学校ガバナンス」という側面からコミュ
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ニティ・スクールをみた先行研究には蓄積があるも

のの，「学校支援」という側面に着目した先行研究は

少なくとも現時点では多くないことが指摘できる。ま

た，前者に関しては学校長や保護者の立場から分

析したものが一定程度存在する一方で，後者に関し

ては特に地域住民や保護者，子どもの視点から分析

した研究が少ないことも指摘できよう。すなわち，ここ

までの先行研究の検討からは，学校長の視点に着

目したものは少なくないものの，保護者・地域住民や

子どもの視点からコミュニティ・スクールを捉えている

研究は決して多くないことが指摘できる。 

（本田哲也） 

 
Ｃ 地域と連携した活動・地域学習の先行研究 

 前節で見てきたように，「学校支援」という側面から

コミュニティ・スクールを扱っている研究は今日では

まだあまり見られないものの，実際にコミュニティ・ス

クールの活動に携わっている人々による実践の記録

は徐々に蓄積がなされつつある。また，コミュニティ・

スクールの指定を受けているか否かに限らず，地域

との関わりを土台とした教育活動，いわゆる地域学

習の取り組みに関する実践記録や研究の蓄積も，一

方では見逃せないところである。本節ではこれら 2

つの視点に基づき，地域との関わりに基づく学校の

教育活動の実践を扱っている先行研究をみていくこ

とにする。 
 
１ 地域住民による学校支援の事例 実際にコミュ

ニティ・スクールでの活動を支援している地域住民

による実践の記録として，たとえば岸裕司による，千

葉県習志野市立秋津小学校を事例とし，学校を核と

した地域コミュニティの形成や学校を舞台とした地域

住民の活動を描いたものが挙げられる32。秋津小学

校区の生涯学習団体「秋津コミュニティ」の顧問であ

り，今日では文部科学省のコミュニティ・スクール推

進員「CS マイスター」も務めている岸によれば，学校

と地域との関係は「物的人的な資産の共有や協働の

状態を意図して事業を仕組む」ことで「双方にメリット

を生むことから長続きする」ものであるとされ，岸はこ

うした学校と地域との関係性を「融合」という言葉で表

現している33。また，これは地教行法上のコミュニテ

ィ・スクールにおける事例ではないものの，岸と同様，

学校と地域との「融合」というフレーズを用いて学校

支援の実践を記したものとして，岩手県紫波町にて

「ゆうごうコーディネーター」として活動し，公民館講

座と中学校の「総合的な学習の時間」での取り組み

の一体化や職場体験活動における学校と受入先事

業所との連絡調整に取り組んだことを記した藤尾智

子の論稿34も挙げることができる。 
 一方，自治体を挙げてコミュニティ・スクール化を推

進している地域の実践をまとめたものとして，たとえ

ば貝ノ瀬滋の著作35や春日市教育委員会によるもの
36を挙げることができる。前者は東京都三鷹市，後者

は福岡県春日市を事例としたものであり，いずれもコ

ミュニティ・スクール化に込められた設置者側のねら

いや，市内各校での具体的な教育活動の内容が記

されている。 
 ただし，これらはいずれもコミュニティ・スクールとし

ての活動に，あるいは学校と地域とが一定の関係を

とり結んでの活動に中心的な立場で関わっている

人々が著したものであり，そうした人々に比べれば

「周縁」的な立場で学校の活動を支援する人々や，

授業場面ではむしろ欠かすことのできない存在であ

る教員や子どもたちの声はこれらの事例からはみえ

にくいといえる。また，具体的な取り組みについても

ある一時点の単発的な取り組みが紹介されているこ

とが多く，教育課程全体の中でのそうした取り組みの

位置づけはこれらの事例からは掌握しづらいことが

指摘できる。 
 
２ 地域学習に関する先行研究 一方，「開かれた学

校づくり」の流れが推進され，コミュニティ・スクール

が導入される以前から，地域との関わりを意識した教

育活動，いわゆる「地域学習」の取り組みが学校では

展開されてきた。この項ではそうした「地域学習」に

ついて，その実践やそれらを扱った先行研究を概観

することにする。 
 「地域学習」が行われる時間として最も一般的な教

科であり，また長年にわたって活用されてきたのは

いわゆる「社会科」の時間である。たとえば小学校社

会科の学習指導要領では，第3学年・第4学年の理

解すべき事柄として「地域の産業」や「地域の地理的

環境」が掲げられ，目標の 1 つとして「地域社会の社

会的事象の特色や相互の関連などについて考える
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力，調べたことや考えたことを表現する力の育成」が

設定されているほか，中学校社会科の学習指導要

領においても地理的分野の内容の 1 つとして「地域

の特色ある事象や事柄を中核とした地理的特色の追

及」が掲げられている37など，地域学習の主たる場と

して社会科の時間が活用されてきたことが教育課程

上も容易に確認できるものとなっている。 

 一方，近年では「総合的な学習の時間」もまた地域

学習が行われる主要な時間の1つとなっている。「総

合的な学習の時間」はそれが導入された際には「情

報」，「環境」，「福祉」，「国際理解」の 4 領域が主な

内容として設定されており，必ずしも地域学習の時

間として活用されることは強調されていなかったもの

の，「総合的な学習の時間」において展開されている

具体的な実践の内容を調査した先行研究からは，多

くの小中学校で地域学習がその時間に行われてい

ることが明らかにされている38。また，地域住民が関

わっての取り組みが行われるという点でも，「総合的

な学習の時間」を活用した地域学習は早くから注目

されていたところでもある39。 
 こうした「『総合的な学習の時間』を活用した地域学

習」を取り上げたものとして，たとえば田代らによる，

青森県東通村で実施されている「総合的な学習の時

間」の小中一貫地域学習カリキュラム「東通科」を扱

った研究が挙げられる40。また，呉は茨城県大子町

立黒沢中学校における「地区を紹介する」という「総

合的な学習の時間」での実践を取り上げている41ほ

か，嶋野らは，福岡県からの研究指定を受ける中で

地域住民も参画して行われた「総合的な学習の時

間」の事例を紹介している42。 
 この他，事例として扱っている先行研究は管見の

限り見当たらないものの，地域に根差した「総合的な

学習の時間」の実践例として地域に伝わる「羽衣の

伝説」を演目とした能の舞台をカリキュラムに取り入

れている静岡県清水市立清水第五中学校の事例43

や，地域住民が参画して行われる「総合的な学習の

時間」の取り組みとして村上・武井・仲田・押田

（2013）で取り上げた埼玉県志木市立志木第二中学
校の「四者協議会」44などを挙げることができる。 
 ただし，これらはいずれも「総合的な学習の時間」

での実践のみに着目したものであり，その中で展開

されている地域住民の参画が広く学校経営全体にど

のような影響を与えているかについてはいずれも言

及がなされていない。そもそも，「総合的な学習の時

間」がもたらした影響については教員の認識を問う

た先行研究は散見される45ものの，そこに参画して

いる地域住民の意識に焦点を当てたものは管見の

限り見られない状況が指摘できる。 
 以上の点に鑑みると，地域住民も参画した地域学

習の取り組みについては，視点が授業場面に限定さ

れていることや，そこに参画する地域住民の認識に

ついて詳らかにはされていないといった限界を指摘

することができよう。 
（本田哲也，村上純一） 

 
Ｄ 分析の視点と調査の概要 

 

１ 先行研究の小括と分析の視点 ここまでみてきた

ように，先行研究においては，コミュニティ・スクール

を対象とした研究では「学校ガバナンス」という側面

に着目したものが目立つ一方で「学校支援」という観

点からコミュニティ・スクールを捉えたものは決して多

くなく，特に保護者・地域住民や子どもの視点に立っ

た分析はまだまだ十分ではないことが確認された。

保護者・地域住民のコミュニティ・スクールへの支援

について，実際にそうした活動に携わっている人々

や，それを主導する行政の立場から記した実践記録

は少なからず見られるものの，いずれもそうした活動

に中心的な立場で関わっている人物が著したもので

あり，保護者や地域住民，子どもの視点の不足とい

った先述の課題を埋めるには至っていないといえる。

また，保護者・地域住民や子どもの視点の少なさとい

う点では，地域との関わりを土台に展開される地域

学習についての先行研究でも同様の指摘ができると

ころである。 

 以上を踏まえ，本研究では特に子どもの視点や地

域との連携の下に展開される学校の教育活動に中

心的・先導的な立場よりは一歩引いたところから関わ

る人々，さらにはそうした教育活動に込められた教

員側の意図やねらいといったものに焦点を当てて，

木島平村の学校教育を事例として分析を行うことに

する。さらに，本稿冒頭で触れたように木島平村で

は現在小中一貫型のコミュニティ・スクール化が推進

されている途上であることから，教育課程における学
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校と地域との関係を学校経営そのものに繋げていく

ことの可能性を考え提案を行っていくことで，先行研

究では分けて語られがちな「学校支援」と「学校ガバ

ナンス」との分化を克服することも試みていくことにし

たい。 

 

２ 調査の概要 以上に基づき，本研究では木島平

村にて進められているコミュニティ・スクール化に向

けた動向を追うとともに，とりわけ木島平中学校にお

いて実施されている「KJH 農村文明塾」および「村長

への提言」という2つの取り組みに焦点を当てて調査

を行ってきた。これらの取り組みの詳細については

第 2 章にて改めて述べていくことにするが，いずれ

も教員が中心となって企画をし，地域住民との密接

な関わりをもって進められてきた授業を中心とする教

育活動という点で，本研究の問題関心に鑑みたとき

分析対象として取り上げるのに適切な取り組みであ

るといえる。この実践を主導する教員や地域講師とし

てサポートにあたる地域住民，この実践に取り組ん

だ生徒の声を聞き，コミュニティ・スクール化に対す

る認識もあわせ問うことで，「学校支援」という側面か

らコミュニティ・スクールを捉えた際の保護者・地域住

民や教員・子どもの視点と，授業実践における学校と

地域との関わりを学校ガバナンスへと展開していくこ

との可能性や課題を考察していくことにする。 

 本研究では以下に示すとおり木島平村での現地調

査を実施し，表 1 で示す方々へのインタビュー調査

を行った46。これら調査から得られたデータを基に，

次章以降具体的な分析を進めていくことにする。 

 

＜現地調査の日程47・内容＞ 

○8月17日（土）～18日（日） 

 ・丸山教育長インタビュー 

 ・コミュニティ・スクール研修会に参加 

○9月19日（木）～21日（土） 

 ・関木島平小学校長インタビュー 

 ・山口木島平中学校長インタビュー 

 ・「KJH 農村文明塾」・「村長への提言」担当教諭イ

ンタビュー 

○10月17日（木）～18日（金） 

 ・コミュニティ・スクール推進委員会参観 

 ・コミュニティ・スクール事務局担当教員インタビュ

ー 

 ・2013（平成 25）年度「KJH 農村文明塾」関連資料

収集 

○11月16日（土）～17日（日） 

 ・2012（平成24）年度「村長への提言」に参加した木

島平中学校OB・OGへのインタビュー 

 ・池田コミュニティ・スクール推進委員会副委員長イ

ンタビュー 

 ・「KJH農村文明塾」地域講師インタビュー 

○11月28日（木）～29日（金） 

 ・木島平中学校公開授業見学，学習検討会参加 

 ・「KJH農村文明塾」地域講師インタビュー 

 

表1：インタビュー対象者一覧48 
対象者 役職・経歴

丸山幸一氏＊ 木島平村教育委員会教育長
（8月17日　インタビュー実施）

山口真一氏　
木島平中学校長
（9月19日　インタビュー実施）

関孝志氏＊ 木島平小学校長
（9月21日　インタビュー実施）

太田智明氏　
木島平中学校教諭／「KJH農村文明塾」担当
（9月20日　インタビュー実施）

武田光枝氏
木島平中学校教諭／「村長への提言」担当
（9月20日　インタビュー実施）

本山育人氏＊
木島平中学校教諭／コミュニティ・スクール
事務局担当
（10月17日　インタビュー実施）

池田剛氏＊ コミュニティ・スクール推進委員会副委員長
（11月17日　インタビュー実施）

Ｓさん＊ 木島平中学校卒業生
（11月16日　インタビュー実施）

Ｔさん＊ 木島平中学校卒業生
（11月17日　インタビュー実施）

Ｚさん＊ 木島平中学校卒業生
（11月17日　インタビュー実施）

Ｕ氏
「KJH農村文明塾」地域講師
（11月17日　インタビュー実施）

Ｋ氏＊ 　「KJH農村文明塾」地域講師
（11月28日　インタビュー実施）  

 
 

（村上純一，本田哲也，邊見信） 

 

第２章 木島平中学校における地域学習の取り組

み 

 

 本章では，木島平中学校における地域学習の実

践について，教師・生徒・地域の人々のインタビュー

および，関連資料（教師が作成したプリントや生徒が

作成した資料・新聞など）に即しながらその様子を解
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図3：KJH農村文明塾で生徒が作成した新聞 

写真提供：木島平中学校。生徒名は伏せて掲載した。 
 

明する。以下では，2011（平成23）年度から2・3年生

が「総合的な学習の時間」に取り組んでいる「KJH

（Kijima Junior Hight49）農村文明塾」および，2012（平

成24）年度に社会科の授業の延長として 3年生の一

部が行った「村長への提言」の，二つの取り組みに

ついてそれぞれ述べる。 

 

Ａ KJH（Kijimadaira Junior Hight）農村文明塾 

 

１ 実践の概要およびねらい 本論文で主な対象と

している木島平村の小・中学校では，現在，「ふるさ

と木島平を心に刻む教育の実践」という理念のもと，

義務教育9年間を前期（小1～4），中期（小5～中1），

後期（中 2～中 3）に分けた「木島平型小中一貫教

育」が行われている 50。本節で取り上げる「KJH

（Kijimadaira Junior Hight）農村文明塾」（以下KJHと

略記）は，上記のプロセスの後期にあたる中学 2・3

年生に「「ふるさと木島平」を題材に，生徒たちが少

人数で互恵的に学び合う学習場面を設定することで，

「実社会・実生活に生きる力」をはぐくもう」51という意

図のもとで設置された。2012（平成 24）年度より，隔

週の水曜 3・4 時間目，2・3 年生の前期の「総合的な

学習の時間」に地域住民を講師として呼んで実施さ

れている52。 

木島平中学校ではもともと「地域の達人に学ぶ」と

いう講座があったが，そのような地域について学ぶ

活動をより継続的に行っていきたいという学校側の 

思いから，KJH の実施に至った。また，木島平村で

は 2010（平成 22）年から，芳川村長を中心とした「農

村文明塾」という取り組みが実施されており53，学校

側は上記の実践を「中学生版の「農村文明塾」」とし

て位置づけている54。現時点では，村で行われてい

る農村文明塾の取り組みと中学校での実践に直接

的な関連はない55ものの，村の農村文明塾の「奥山

を敬い，森と水を守り，稲作文化を継承し，「農を基

軸とした村づくり」を推進する」「「農村に住んで良か

った」と自信と誇りを持つことができる「協働の村づく

り」を進める」というねらいをふまえ，中学校でも「村

民の一人として，この村の自然を敬い，伝統文化を

継承し，「協同的な学びを基軸とした学校づくり」を推

進する」「「木島平中で学んで良かった」と自信と誇り

を持つ「学びの共同体」を確立する」56ことが実践の

ねらいとして掲げられている。 

 初年度である 2012（平成 24）年度は，「いにしえの

数学者に挑戦！」（和算・算額）「もっと知りたい木島

平！」（木島平探検）「伝統の美・内山和紙の世界」

（内山和紙を用いた造形表現）「伝統芸能は私たち

が受け継ぐ！」（烏踊りをはじめとする伝統芸能につ

いて学ぶ）「羽ばたけサシバ，木島平の空に！」（絶

滅危惧種の鳥類・サシバとその生育環境の保全）「木

島平発，世界へ！」（ルクセンブルクにある姉妹校と

の交流）「句と絵で語る，木島平歳時記」（フォト俳句）

の 7 講座が開設され，村内各地でのフィールドワー

ク等を含んだ全 11 回の講座が行われた。学習の成

果は，文化祭（けやき祭）で全校に向けて発表される

とともに，図 3 で示したような新聞がタブロイド版にま

とめられ，全村に配布される予定である。 
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表2：2013（平成25）年度KJH農村文明塾講座

一覧（太田氏作成資料・「2013(平成 25)年度 

第Ⅱ期「KJH農村文明塾」について」より作成） 

①もっと知りたい木島平！

木島平探検から見えてきた地理的・歴史的な課
題をさらに深く追究する(参加11名)。

②伝統の美・内山和紙の世界

自分で漉いた伝統の内山和紙を使って、大小
様々な造形表現に挑戦し、その魅力について学
ぶ(参加14名)。

③羽ばたけサシバ、木島平の空に！

絶滅危惧種のサシバとその生育環境の保全を
し、木島平の豊かな自然を守り、後世に伝えて
いく(参加15名)。

④句と絵で語る、木島平歳時記

木島平の自然を俳句と絵画や写真のコラボで表
現し、自分の心の内にあるものを見つめ直して
いく(参加15名)。

⑤木島平の大地の恵みを活かそう！

木島平の農産物とそこから生まれた郷土食につ
いて、実際に生産や調理をすることで理解を深
める(参加15名)。

⑥語り継ぎたい、木島平の民話

木島平に語り継がれてきた民話を紙芝居にした
り、保育園やＤＳＣに出向いたりして、語り部
となる(参加13名) 。

生徒たちの作成した新聞の編集後記には，「サシ

バはどんなものなのか，何故木島平へやってくるの

かなどを知ることができた」「今まで知らなかった芭蕉

の句碑の場所を知る事が出来たのでよかった」という，

KJH の活動を通して，村に関してこれまでは知らな

かった部分を学ぶことができた，という記述に加え，

「［引用者注：サシバを］守っていくために自分や村

はどうすればいいのかを考えられました」「私たちが

アレンジをして新しい郷土食を作ることが受け継い

でいく中で大切なんだと思った」などのように，村の

自然や文化についてその将来を考えるきっかけに

なったという記述が見られる。コミュニティ・スクール

事務局担当の本山氏のインタビューでは，このような

KJH の実践を通して「この村で育ってよかったという

思いを持ってもらえれば」という思いが語られてい

た。 

 

２ 実践を行う上での工夫と課題 前年度の成果を

ふまえて題材評価を行った結果，2 年目となる

2013(平成25)年度のKJHでは6講座が開設された。

各講座の概要および参加人数を表2に示した。本項

では，その中から「伝統の美・内山和紙の世界」を担

当した U 氏および「語り継ぎたい，木島平の民話」を

担当した K 氏のインタビューから，実践の具体的な

様子に迫っていくことにしたい。 

 

 「伝統の美・内山和紙の世界」は 2012（平成 24）年

度に引き続き設置された講座である。地域講師の U

氏は，2013（平成 25）年度の講座の初回の様子につ

いて次のように述べている。 

 

生徒さんには（中略）和紙の講座を 7 回 8 回する

にあたって，3 つ言ったんですよ，和紙の文化に

ついて勉強するっていうのをメインに（中略）歴史

がどうだとか，そういうことを学ぶっていうテーマも

あるし，伝統的な和紙をこうぞから作るっていうテ

ーマも…最終的には内山紙として障子紙を漉くっ

ていう方向性もあるし，もっと（中略）工作的な部分

でいろんな実用品を和紙で作るっていう方向性も

あるので，どれがいい？って聞いたんだけど，そ

したら何か作りたいってことだったんで，じゃあ作

ろうかってことだったですかね。【2013.11.17 U氏】 

 

初めに生徒の意見を聞くことで，講座の内容を決

定していたことが分かる。さらに，U 氏は実際に講座

を進めていく上での工夫や，生徒たちの姿について

以下のように語っている。 

 

一年目は割とこう体系的にいろいろ実験しながら

自分でその工程工程をどうやってやるかっていう

ことを考えながらやろうって感じだったんですけど

（中略）どうしてもそこまで深くはなかなか追究でき

ないので，むしろ今年は思う存分紙を漉こうじゃな

いかっていう，そんなような捉え方で（中略）結果

的に 2時間で 2枚しかできなかったというよりは，

子どもとしては思う存分やって 4枚できたとかのほ

うがちょっと集中力もね，あると思うんで。

【2013.11.17 U氏】 

 

見るのとやるのとじゃ違うっていうのをすごくこう，

びっくりしたみたいなことを書いてもらって（中略）

イメージの中の和紙と，実際の和紙っていうのを，
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差を感じてもらうっていうのは良かったですね。そ

ういう感想はいただいたし，実際そういう場面での

子どもの活き活きした顔が見られたのかなぁと思

いますけど。昔の人はすごかった，っていう感想

が出てましたよね。そういうのが学びなんじゃない

ですかね。【2013.11.17 U氏】 

 

一年目の経験をもとにしながら二年目の実践内容

が組み立てられていたこと，さらに，講座を進めてい

く上でも生徒たちの感想や実際の学びの姿が逐一

ふまえられていた様子がうかがえる。 

続いて，「語り継ぎたい，木島平の民話」の講座に

ついてであるが，この講座は 2013（平成 25）年度に

新たに作られたものである。木島平の民話をもとにし

た芝居をつくり，最終的には文化祭（けやき祭）でそ

れを発表するという活動を行った。講座を担当した

地域講師の一人である K 氏は，芝居を作ることにな

った経緯について「村の民話で紙芝居にしたらいい

んじゃない，そうしたら読む人と絵をかく人がいて，

それでいいんじゃないかなぁと言っていたんだけど，

子どもたちが芝居がやりたいと」言ったため，その意

見を尊重したと語っている57。初回に生徒の意見を聞

いたという点で，先の内山和紙の事例とも共通する。 

講座は，内容についての話し合いを行った第1回

に続き，第 2 回は物語の舞台となった「キツネ坂」の

見学，第 3 回以降は配役や脚本づくりに加え，演出

や照明，音響，大道具・小道具まで，すべて子どもた

ちを中心に「本当に芝居作りのそのままをやってもら

った」58という。K 氏は実践を行っていく上で生じた生

徒たちの変化について，以下のように述べている。 

 

最初の滑舌の早口言葉を練習したときには声が

出ない子もいたんです。セリフを言っても小さい

子がいたり。体育館の一番後ろまで声が届かなく

ちゃダメなんだよって言ったら，最後には出るん

ですよね。【2013.11.28 K氏】 

 

どんどん進んで行くうちに，子ども達同士がセリフ

はこういった方がいいんじゃないのとか，セリフを

増やそうとか，演出も。なんで子どもたちが舞台の

下をいったりきたりするんだろうと思って「どうした

の？」と聞いたら，「あれはうれしい気持ちを表現

するための，子どもが行ったりきたりする場面をつ

くるんだ」と子どもたちが言って。【2013.11.28 K

氏】 

 

回を重ねるごとの生徒たちの変化，とくに，よりよ

い表現を追求するため，次第に生徒自らがお互い

に意見を出し合うようになっていった様子がうかがえ

る。実際，K 氏は指導の様子について以下のように

語っている。 

 

（引用者注：アドバイスをするのは）たまーに。でも，

子どもの自主性を尊重する為に，先生もこうやっ

た方が良いんじゃないと言ったけど子どもたちが

決めたことに対しては，反対しない。「ああそうな

の」と言う感じで。私も「ああそうなの」という感じで。

【2013.11.28 K氏】 

 

以上のように，KJH の地域講師たちは生徒の希望

に柔軟に対応するとともに，自身の専門性を活かし

ながら講座内容を組み立てていたことが明らかにな

った。 

上記のような KJHの取り組みについて，KJH担当

教員の太田氏は「村づくりに子どもが参画するという

展開があってもいい」「できるということを気付かせる

には教科の学習よりも総合が適切」と述べた上で，実

践上の課題を次のように挙げている。 

例えば，地域講師との連携に関して，担当教員と

地域講師との打ち合わせは行っているものの，実際

の講座は地域講師がメインとなるため，「趣味の時

間」「体験コーナー」になってしまう可能性があるとい

う点，さらに，教員の側が同一歩調になっていない

ため，講師のサポートに回ってしまっているという点

で，子どもの成長を見守るという意識の共有が課題

であるなどの点である。上記のような担当教員と地域

講師の連携に関しては，打ち合わせが充分になされ

ていないという点について地域講師の側からも意見

が出ており59，ここには教師側と地域講師の側との間

における，ある種の緊張関係が見てとれる。 

以上で述べてきたように，KJH 農村文明塾の取り

組みは，学校側の「この村で育ってよかったという気

持ちを持ってほしい」という思いから始まり，実際の

講座においては地域講師による創意工夫および積
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極的に学ぶ生徒たちの姿，また，教師側と地域講師

の間における緊張関係が存在していたことが浮かび

上がった。続いては，2012（平成 24）年度に社会科

の授業の延長として 3 年生の一部が行った「村長へ

の提言」について，その実践の様子を明らかにす

る。 

 

Ｂ 村長への提言 

 

１ 実践の概要およびねらい 木島平中学校では

2012（平成 24）年 11 月頃に，3 年生社会科の「地方

自治」の単元で，「この村に住んで良いこと」などに

ついて，生徒の祖父母や両親に聞き取り調査をさせ

た。また，村で力を入れているプロジェクトについて

調査し，役場の職員から話を聞くなどの活動も行っ

た。合計で 6～7時間分の時間をかけ，授業は「みん

なが住み続けるために村として何をすればいいか」

について，生徒から意見が出たところで終わったと

いう60。 

その後，高校入試前期に合格した生徒 17 名を対

象に，2 月下旬に上記の内容の続きを授業外，主に

放課後の時間を用いて実施した。 まず，各クラスの

授業で出た意見を教員が 4 つに絞り，参加できる生

徒を 4 グループに分けて提言のための準備を行っ

た。 具体的には，「どうやったら村長を説得できるの

か」という視点から，全国の他の地域の先行事例を

調査し，パワーポイントや試作品を作成した。試作品

づくりでは，生徒の親からも協力を得た。 そして，3

月中旬に村長および，教育委員会から教育長，次長，

広報の担当者が来校し，生徒たちが提言を行ったと

いう。  

社会科担当の武田氏は，上記の実践の背景にあ

る思いについて，「村の魅力というとすぐお米・お酒

になってしまい，子どもにとって魅力的ではない」と

いう点や，子どもたちがみんな村外に出て行ってし

まうことへの危機感などの村の将来に関わる点，さら

に，「祖父母と暮らしている生徒も多く，世代間の関

わりがあるように思っていたが，実際にはあまり密接

ではない家庭もある」という点，「電車に乗ったことが

ない子どももおり，もっと社会性を学んでほしい」とい

う，子どもたちの成長に関わる点などを語っている
61。 

 

２ 提言の内容と生徒の声 それでは，生徒たちが

行った提言の内容について，発表資料および教師と

生徒のインタビューをもとに以下で具体的に検討す

る。まず，4つの提言をまとめたものを表3に示す。 

 

 

 

 

 

①農業を通して若者と交流しよう。

提案１)空き地を農業交流の場に！：お米やヤー
コンを使った食べ物を作ってUターンやIターンの
よびかけ
提案２)米、ヤーコンのオーナー制度：米、ヤー
コンを使った料理で料理教室を！
提案３)畑を特典としてつける村営住宅

提案４)雪かき交流：雪かきボランティアで来て
くれた人に村内産のお米をプレゼント

②村中心部へバスを運行し、軽トラ市を開こう。

提案　木島平を有名にするだけでなく、お年寄り
のためにも軽トラ市を開いて！

③雪の有効活用　雪蔵と雪の迷路

提案１)雪蔵を作って特産の米、近隣産のりんご
を保存しよう！
提案２)雪の迷路をけやきの森に作る。

④木島平の米、野菜、牛乳を使ったケーキ作り

提案　木島平の米、にんじん、トマト、牛乳を
使ったケーキを作る：耕作放棄地を牧場にして、
牛乳を搾る。  

 

まず，1 つ目の「農業を通して若者と交流しよう」に

関しては，家族や地域住民（例として，木島平村に I

ターンをした人など）に対する聞き取り調査や，各地

の先行事例（島根県海士町における I ターンのため

の工夫，栃木県茂木町のゆずオーナー制度，沖縄

県宮古諸島における結婚・出産の際に祝い金とセッ

トに畑をつけるという仕組み，山形県尾花沢市の雪

かき交流の事例など）をもとに，それぞれ具体的な

提案がなされている。 

2 つ目の軽トラ市については，岩手県雫石町の軽

トラ市の事例および，熊本県球磨郡山江村のイベン

ト用バスの事例を参照しながら，軽トラ市開催とそれ

に伴って運行するバスルートの提案がなされている

ほか，軽トラ市とバス運行双方のメリットおよびデメリ

ットについても考察が行われている。 

表3：村長への提言 

資料「村おこしの 4 つの提言」（武田氏作成資

料，2013年3月15日）より 
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 3つ目の雪の有効活用については，生徒の祖母か

らの聞き取りおよび北海道美唄市の雪蔵工房の事例

から，雪蔵および雪の迷路を作るという提案がなさ

れている。 

 4 つ目の木島平の米，野菜，牛乳，トマトジュース62

を使ったケーキ作りに関しては，インターネット等を

活用して野菜ケーキについて調べた後，実際にケ

ーキの試作品も作成している。さらに，花畑牧場の

例を挙げながら，耕作放棄地を牧場にして集客を行

うことを提案している63。 

上記のような発表の準備を行っていく過程につい

て，社会科担当の武田氏に話を聞いたところ，「先行

事例というところまでは授業の中で調べてはいなか

ったため，人数がどれくらい多かったかとか，Iターン

の実態などを調べて，どうやったら村長さんを説得

できるのかという視点から，事例や数字にこだわって

調査をした」「みんな軽トラを持っていると生徒は言う

が，それでは車のない人は誰も来てくれないのでは。

車のない人にも，村外からも，来てもらうことを考えて

みるよう指導をした」などの具体的な指導の様子が

浮かび上がってきた。また，教科書では 2 時間分の

ところを11月の授業だけでも6-7時間ほどかけてお

り，時間のやりくりを課題として認識しているという点

や，現時点ではA節で詳述した総合学習とのかかわ

りはないという点，2013（平成 25）年度も継続して行う

ことは予定していないなどの点も明らかになった。 

さらに，実践の際の子どもたちの様子について武

田氏は以下のように述べている。 

 

村長さんにも直接話を聞いてもらえて，自分たち

の提案に対しても「ありがとう」と言ってもらえて，

子どもたちは達成感を得たみたいで，満足げでし

たよ。大変でしたけど，楽しかったと。広報にも掲

載されたし，先生たちからも褒められたし。なんと

なく，村に残りたいという意識が醸成されていって。

普通科高校ではなく，村づくりに関わりたいと考え

て都市工学を学べる学校に進学した生徒もいた。

最初はそういうことを言っていなかったが，影響が

あったのかもしれない。【2013.9.20 武田氏】 

 

 実際，子どもたちのインタビューからも，「村のこと，

結構知らないことが多かったから，このことで結構知

れたりした」64（S さん）「人に自分たちの思ってること

をクラスの人なり村長さんに，伝えるっていう力は，

工夫してどうやったら伝わるかっていうのは，そのと

きからずっと考えながら発表作ってたんで，その力

は多少ついたような気はします」65（Tさん）「具体的な

内容にして，発表するっていうのができて，達成感が

あるのと，木島平のことで，これを通して今までよりも

少しは，地元に意識が向いたように思います」66（Z さ

ん）などの肯定的な感想が聞かれた。 

 これまで見てきたように，村の将来への危機感や

子どもたちの成長に関する教師の思いから始まった

「村長への提言」の実践は，生徒たちにとっても，自

身が育った村のことを知るきっかけになったとともに，

発表の準備を通して通常の授業とは異なる経験をす

る機会になっていたことが解明された。続く第 3章で

は，本章で検討した 2つの実践を総括するとともに，

それらの課題について考察を行う。 

（古仲素子） 

 

第３章 可能性と課題：授業実践からコミュニティ・ス

クール化へ 

 

 本章では，第 2章で詳述した木島平中学校におけ

る 2 つの実践について総括し，こうした地域とともに

実施していく学校の授業実践がもつ可能性と課題を

明らかにする。そして，それらを現在木島平村にお

いて進められているコミュニティ・スクール化への取

り組みへと結びつけることによる，さらなる展開の可

能性について考察する。 

 

Ａ 実践の可能性と課題 

 

１ 実践の総括 前章で記述した「KJH」と「村長への

提言」という 2 つの実践は，子どもたちが地域との関

わりを通して学ぶことをねらいとして行われてきたも

のであった。これら 2つの実践の共通点をまとめると，

次の 3点が挙げられる。 

第1の共通点は，子どもたちの学びが実践の中核

に据えられていることである。テーマの大枠につい

ては学校の教員及び地域講師によって決められて

いるが，方法や具体的内容については子どもたちの

興味関心や学びたいことが尊重され進められていっ
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た。このように進めていくことが可能となった背景に

共通するのは，そこにおける大人（学校の教員及び

地域講師）の関わり方である。「KJH」では，地域講師

が子どもたちの希望に柔軟に対応するとともに，自

身の専門性を活かしながら講座内容を組み立てて

いた。「村長への提言」では，社会科担当の武田氏

が「どうやったら村長（＝大人）を説得できるのか」と

いう明確な視点からアドバイスや支援を行っていた。

こうした大人の関わり方が，子どもたちが主体的に学

んでいけるような環境をつくり出す１つの要因になっ

ていたと考えられる。 

第 2の共通点は，これら 2つの実践を行うことが，

子どもたち自身が自らの暮らす木島平村について具

体的に知る機会となったことである。「KJH」の集大成

の 1 つとして子どもたち１人１人が作成した新聞の

「編集後記」には，そのような記述が多く見られる。そ

こには，村の歴史や自然環境を知ることのみならず，

この村に暮らす大人を知ることも含まれている。そこ

に暮らす人々がどのような生活をしてきたのか，そし

て今どのような思いを持ってこの村で暮らしているの

か，この村をどのようなものと捉えてどのように活動を

しているのかということを，「KJH」を通して生まれる村

の大人たちとの出会いの中で子どもたちは学んでき

たのである。「村長への提言」は，社会科「地方自治」

の単元の延長線上で行われたものであり，その対象

として自らの暮らす木島平村が設定された。子どもた

ちは，「村長に提言する」という最終目標に向けて，

様々な手段を用いて村の現状や村行政の進める事

業，そして村に暮らす大人たちの思いについて調査

し，時には他の地域と比較することによって，自らの

暮らす木島平村の置かれている現状をより具体的に，

実感を伴いながら知っていったのである。 

第3の共通点は，これら2つの実践が共に他者に

「伝える」という要素を含んでいることである。ここで

言う他者には，学校外の大人（地域住民）も含まれる。

「KJH」では，生徒１人１人が作成した新聞が全村配

布されたほか，地域住民も参加する文化祭において

もこの活動の成果を発表する場が設けられた。「村

長への提言」では，さらに明確に「村長」という大人の

受け手が想定されており，子どもたちはいかに村長

に自分たちの考えを伝え，説得するかという視点か

ら活動に取り組んできた。 

以上指摘した 3点からもわかるように，これら 2 つ

の実践は，子どもたち自身が学校外に積極的に出て

行き，地域の中で地域の人々との関わりを通して地

域について学び，そして地域へ発信していくという，

学校の中に留まらない学習活動であるといえる。 

 

２ 背景にある教員の思いと実践がもつ可能性  

このような実践が可能となる背景には，大人（学校の

教員及び地域講師）が「子ども」をどのように捉えて

いるか，木島平村で教育に関わることの意味をどの

ように考えているかということが関わっている。ここで

は，これら 2 つの実践に携わった学校の教員である

太田氏と武田氏の語りを中心に，実践の背景にある

大人の思いを明らかにする。 

 「KJH」担当の太田氏は，「KJH」の前身として実施

されていた「地域の達人に学ぶ」という実践を振り返

る中で次のように述べている。 

 

学校をひらくっていうか，地域あっての学校だし，

子どもたちを地域にかえすというか，やがて地域

を担わなきゃいけない子たちなので。そういう「達

人」と言われている人たちも，どうやってそこに至

ったのか，何でそこに興味を持って何でその道を

極めようと思ったのかっていうその背中をね，（中

略）子どもたちへのメッセージとして欲しいなって

いうのが「達人に学ぶ」のねらいだったんですね。

で，やがては自分〔引用者注：今の子どもたち〕が

地域の大人になって，そうやってまた子どもたち

をね，育てるんですっていう。【2013.9.20 太田

氏】 

 

そして太田氏は，村が進めている「農村文明塾」と

「KJH」との関わり方について次のような展望を抱い

ている。 

 

私はね，もっと，この冠〔引用者注：「農村文明塾」

という名称を「KJH」が〕を戴いている以上，例え

ばこの村でやってる「農村文明塾」に中学生が押

しかけていくみたいなね，ことが起こらないといけ

ないと思っています。それは，だから，その塾生

として参加するってことももちろんですけど，「農

村文明塾」を運営してる村のスタッフにならなきゃ
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いけないんじゃないかって。（中略）そこまでいか

なきゃいけないんじゃないかなっていう，そこま

でいって本物じゃないかな。で，村の人たちも中

学校や中学生をあてにするっていうか。村づくり

も，参画してしまうというか，参加してしまうという。

【2013.9.20 太田氏】 

 

 また，「村長への提言」担当の武田氏は，木島平村

における教育環境と子どもたちの将来について次の

ような思いを抱いている。 

 

子どもたちが皆都会へ出ていってしまえば，確か

に，地方としては危機ですよね。そこは難しいか

な。県内には大学は少ないので。進学を考えたと

きに外に出るのは仕方ないのだけれど。（中略）出

て行った後も木島平村に誇りを抱いて勉強し，帰

ってきてくれればよいと思う。サケのように戻ってく

れれば良いんですけど。【2013.9.20 武田氏】 

 

太田氏と武田氏に共通するのは，子どもたちを単

に学校に属している，どこで育っても同じというような

「子ども」ではなく，「木島平村の子ども」すなわち「地

域の子ども」として捉え，育てていきたいという思いを

抱いていることである。 

先述したように，太田氏も武田氏も木島平村の出

身者でも在住者でもない。しかし，教員が村の出身

者・在住者でないということは，必ずしも地域を題材

とした学習を行っていく上でのデメリットにはならな

い。「外部」の視点を持っていることによって，その地

域の特徴や地域の持つ価値を発見できるということ

もあるからである。そして，例えば太田氏は次のよう

に語ってもいる。 

 

〔引用者注：サシバという〕そんな名前の鳥がいる

のかと。「ごめん，理科の教師なんだけど知らな

かった」って。でもそこでしょ，って思うんですよ。

先生ってやっぱり，子どもの先生を見るイメージ

とか，先生も自分自身を見るイメージとして，子ど

もよりも知ってなきゃいけない，持ってなきゃいけ

ない。で，持ってる人が持ってない人に伝えるん

です，とか，教えるんですという。そうじゃなくて，

先生も知らないんですっていう。〔引用者注：子ど

もたちが〕「え，知らないの？」みたいな。だから，

一緒に勉強しようよとか学ぼうよっていうスタンス

で来て。【2013.9.20 太田氏】 

 

すなわち，「外部」の者である自分も，地域につい

て知らないからこそ， 1 人の学習者として子どもとと

もに学んでいくことができると考えているのである。 

このように，地域住民ではない学校の教員であっ

ても，上記のようなスタンスで，子どもたちを「木島平

村の子ども」として育てていきたいという思いを抱き

授業実践を行っているからこそ，本稿で取り上げた 2

つの実践は，単に教材として村を扱うという考え方に

はとどまらず，子どもたちが村の大人と関わり，自らも

1 人の村民として考えを表明すること，そして村の仕

事を担える存在となれるようにしていくことが目指さ

れている。つまり，このような実践は，学校の中に留

まらず，子どもたちが村自体の運営に関わっていけ

るような可能性を持っているものであるといえる。本

章 B 節では，この点をコミュニティ・スクール化への

接続という視点からさらに考察していくこととする。 

 

３ 実践の課題 本節の最後に，これら 2 つの実践

から浮かび上がる課題について触れておきたい。 

 木島平村においては，これまで見てきたように，学

校の授業実践における子どもたちの学びを基盤とし

ながら，学校から村（地域）へと働きかけていく動きが

見られる。では反対に，村（地域）から学校という方向

はどうであろうか。言い換えれば，子どもたちの村に

対する働きかけを，村の大人たちはどのように受け

止めたのか，ということである。 

ここで 「村長への提言」をこの点から考察してみ

たい。「村長への提言」を経験した当時の中学生・S

さんは次のように述べている。 

 

初めてだったんですよね，村長さんに提言する

ってこと自体。だから緊張すごいしたし，それま

でに「大人っぽいプロジェクト」っていうか，「プロ

ジェクト」っていうこと自体がもう中学生がやること

じゃなく大人がやること，みたいな。大人っぽか

ったんで，全然どうして良いか分からず，（中略），

でもどうにか進めて。【2013.11.16 当時の中学

生・Sさん】 
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S さんの語りからは，この実践が中学生にとって「大

人っぽい」と感じられるもの，すなわち中学生であっ

ても 1人の村民の意見として発信されるという意味を

持つものであったことがうかがえる。実際，第 2 章で

見たように，この実践は子どもたちにとっても，自身

が暮らす村のことを知るきっかけになったとともに，

調べたことや考えたことを他者に伝える経験ができ

たという面では，肯定的に受け止められていた。しか

し，ここで出された提言が未だに実現しておらず，諦

めや悔しさを感じたという当時の中学生の語りもあ

る。 

 

できればやってほしいけど，やらなくても，まぁそ

うですかみたいな。【2013.11.17 当時の中学生・

Zさん】 

 

大変だったなぁ〔引用者注：という気持ち〕が圧倒

的（引用者注：に強い）ですね。やって良かった

ねってなるためには，村で実行してもらえたら，こ

んな俺達でも村の役に立てたって思うんですけ

ど。そんな感じも微塵も感じないんで。大変だっ

たなぁって記憶ですね。【2013.11.17 当時の中

学生・Tさん】 

  

重要なのは，子どもたちが苦心して考えた村に対

する提言を実際に村行政が実現させなかったことで

はなく，子どもたちが考えた提案を村行政（大人）が

どのように受け止め，どのように真摯に向き合ったの

かということである。今回の場合は，大人たちによる

フィードバックが充分ではなかったという声も聞かれ

た。子どもたちの行った提言に対して，大人たちは

どのような評価をしたのか。実現できないとしたら何

が問題なのか，そして実現するには何が必要なのか。

そのような教育的な関わりを含むフィードバックの機

会があれば，現在も諦めや悔しさという気持ちのもと

この実践をふり返る当時の中学生たちは，この実践

を経験した記憶を違った形で捉えていたかもしれな

い。また，この「村長への提言」という実践は，2013

（平成25）年度についてはカリキュラムの都合上実施

できていないという。継続的にこのような実践を行っ

ていけるようにするためにも，地域が学校の実践を

受け止め，それに応答していく必要があると考えら

れる。 

子どもたちが村の大人と関わり，自らも 1人の村民

として考えを表明すること，そして村の仕事を担える

ような存在となれるようにしていくことを目指して行わ

れてきた学校の 2 つの実践を，地域講師をはじめそ

の実践に深く関わった一部の村民のみならず，村に

暮らす大人たちがどのように受け止め，そこに関わ

っていけるのか。こうした課題を考えることは，村の

課題となっている「次世代育成」にも結びつく。学校

と地域の関係性のあり方を問い直す必要性が，学校

の授業実践を行うなかから生まれているのである。 

（園部友里恵） 

 

Ｂ コミュニティ・スクール化にむけて 

 本節においては，第 2章から前節にかけて取り

あげた木島平村で進められてきた実践を，コミュ

ニティ・スクール化へと結びつけて考察したい。

木島平村の事例から，授業実践を基盤としたコミ

ュニティ・スクールのあり得る可能性を提案する

ことを課題とする。 

 

１ 木島平村で目指されるコミュニティ・スクールの

あり方 これまでに見てきた実践を，コミュニティ・ス

クール化への接続という視点からさらに考察するに

あたって，まずは木島平村で 2012(平成 24)年度～

2013(平成25)年度の2年間進められてきたコミュニテ

ィ・スクール化への準備過程を振り返ってみたい。 

2012(平成 24)年度は，まず企画委員会が 2回，そ

の後推進委員会が7回開かれている。また委員会の

開催と並行して各地への視察が行われており，夏に

は推進委員だけでなく，木島平小・中学校の教職員，

村役場職員も含めての研修会が開催された。 

2013(平成25)年度は 10月までに 4回の推進委員

会が開かれており，第4回の委員会では，コミュニテ

ィ・スクール化にむけて具体的な学校運営協議会規

則の構想にまで話が進められた。本年度も，各地へ

の視察と夏の研修会が行なわれている。 

2012(平成 24)年度の終りにまとめられた「コミュニ

ティ・スクール推進事業研究報告書」において，教育

長の丸山幸一氏，推進委員長の土屋誠之氏，木島

平小学校の関孝志校長，前木島平中学校の塩原雅
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由校長が，木島平村が目指すコミュニティ・スクール

のあり方について述べている67。ここで語られている

ことをまとめるとすれば，木島平村のコミュニティ・ス

クールは，①小中一貫を核として，②9 年間を通して

子どもたちが木島平村で学んだことを誇りに思えるよ

うな教育を目指し，③そのために地域との関わりを不

可欠とする。そして同時に，④学校だけでなく地域

の活性化にもつながるようなあり方が求められてい

る。 

 夏の研修会で設定されたテーマを見てみると，木

島平村で目指されているコミュニティ・スクールのあり

方をさらに明確に捉えることができる。 

2012(平成 24)年度は前述のとおり，推進委員会に

小・中学校の教職員，村役場の職員など 57 名が参

加して開催され，午後に行われた熟議では「地域と

創り上げる学校に向けてできること，やってみたいこ

と」がテーマに設定されていた68。 

 2013(平成 25)年度の夏の研修会は規模が拡大し，

推進委員と教育委員，村議会議員，小・中学校の教

職員，保育園の保育士，木島平中学校から生徒会役

員やクラス委員などを務めている中学生が 8 名参加

し，全体で 81 名の参加者であった。このときの熟議

のテーマは「村をよくするために学校で私たちは何

ができるか」に設定された69。 

2012(平成 24)年度の熟議と 2013(平成 25)年度の

熟議とでは，参加者の数が増加し，またより多様な

人々が参加するようになった以上に，そのテーマ設

定や話し合われた内容に大きな違いがあると考えら

れる。 

2012(平成 24)年度のテーマは「地域と創り上げる

学校に向けてできること，やってみたいこと」であり，

A～G 班の 7 班の記録を見てみるとそこで主に話し

合われたのは，学校での実践をいかに変化させて

いけるかであり，そのために地域の人をどう参加させ

ていけるかということあった70。例えば，村の歴史や

文化を村民にゲスト講師として教えてもらう，部活動

のコーチをお願いする，学習支援に入ってもらうな

ど，地域住民に学校の支援をしてもらうという一方向

的なコミュニティ・スクールの発想が強かった。 

これに対し，2013(平成 25)年度は，「村をよくする

ために学校で私たちは何ができるか」という学校に

留まらない，村づくりまで視野に入ったテーマに変

わり，それにともなって各班で話し合われた内容も大

きく異なってきている。 

各班の記録を見てみると71，学校で「村のために何

かしよう」ということに話し合いの比重が置かれるよう

になっており，村民祭で中学生が発表や運営に関

わる，村へ提言をする，子どもも関わりながら村のオ

リジナル商品をつくる，学校の先生が村に出ていく

などがアイディアとして出されている。そして，村の

ために何かするために，村のよさを知ろう，地域住民

にお願いして学校で村の文化や仕事を教えてもら

おうという発想になっている。 

学校のために地域住民が支援をするという一方向

的な関係のあり方から，学校でも授業を土台として村

づくりを考え，子どもと教師が村の運営に積極的に

参加しよう，そのために住民に授業に参加してもらっ

て村のことを知っていこうという，双方向的な学校と

地域のあり方へと，目指されるコミュニティ・スクール

のあり方に転換が起こっていることに注目したい。 

 

２ これまでの実践とコミュニティ・スクールの接続 

第1章で取り扱ったコミュニティ・スクールに関する先

行研究では，学校における実践，運営を中心にコミ

ュニティ・スクールの意義と課題が語られることが多

かった。 

その点で，地域住民が学校の活動に関わるだけ

ではなく，教師や子どもが学習活動を通して村づくり

にも参加するという，学校から地域へのベクトルをも

った木島平村の目指すあり方は，コミュニティ・スクー

ルの新たな可能性を開くものと考えられる。 

第2章及び前節で取り上げてきた実践をいま一度

振り返ってみるならば，学校から地域への働きかけ

を構想していた「村長への提言」と「KJH」をはじめと

するこれまでの地域学習が，コミュニティ・スクール

においても，地域と学校が関係を結ぶ際の基盤とし

て位置付いていく可能性を持っている。 

一方で，「村長への提言」は，子どもたちが村の運

営方針を提案し，首長に実際に発言する機会を得た

という上で非常に意義がありながら，現時点では一

度限りになってしまっている実践である。「KJH」も，

中学生を「村民の一人として」眼差し，村の農村文明

塾に中学生を参加させていくことが構想されている

点で今後も多くの可能性を含んでいるが，現状では
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毎年半期で完結してしまっている実践でもある。 

 そのような状況の中，現在，推進委員会では，香川

県三木町の実践を参考にして，木島平村の学校運

営協議会規則に子どもの意見を取り入れるための項

目を盛り込むことが企図されている。学校づくりを通

して村づくりも考えていくことが目指されている木島

平村のコミュニティ・スクールにおいて，学校運営協

議会に子どもの意見を取り入れる仕組みが構築され

ることは，「村民」として眼差される子どもたちが継続

的に学校運営，村運営に意見を表明できる仕組みを

もつという点で，意味深いことと考える。  

 しかし同時に，A 節で指摘した，子どもからの働き

かけに地域の大人が十分に応えられていないという

点は，コミュニティ・スクール化以後も解決すべき課

題として残る。コミュニティ・スクール化によって，実

践の蓄積がさらに花開く可能性があるなかで，どうす

れば地域の大人たちが子どもの働きかけに十分に

応えていけるのか，そのあり方をどのように形作って

いくのかが検討されなければいけない。 

(邊見信) 

 

終章 本稿のまとめとカリキュラム・イノベーション

への示唆 

 

 以上，長野県木島平村で進むコミュニティ・スクー

ル設置の過程を手がかりとして，学校と地域との結

びつきがもつ可能性と，それを広く様々な活動に展

開していくにあたっての課題を検討してきた。 

本章では，本稿の課題と展望について述べ，本稿

で明らかにした知見を振り返るとともに，それから得

られるカリキュラム・イノベーションへの示唆をまとめ

る。 

 

A 課題と展望 

 本稿の残された課題として，実践を詳細に見たとき

に明らかとなった教師と地域住民の間の緊張関係に

ついて，具体的な検討にまで至っていない点が挙

げられる。緊張関係の理由はどこにあるのか，そして

実践における緊張関係はコミュニティ・スクール化に

どのように影響を与えるのか，地域と学校の関係を

めぐる重要な論点が残されている。 

 また，子どもが村の運営に関わっていこうとすること

自体について，本稿では慎重な議論を重ねられて

いない。シティズンシップ教育に関する研究蓄積とも

合わせて，子どもが学校運営，村運営に参画してい

こうとする際に配慮しなければいけない点，より重視

しなければいけない点などを検討することが今後の

課題である。 

 今後の展望としては，今回考察したことを木島平村

に対してどう提示していけるのか，例えばどのような

学校運営協議会のあり方が望ましいのかといった点

などについて検討を進めていきたい。 

そして，今回得た知見を他地域にも活用していこう

と考えたとき，地理的条件も合わせてさらに精緻に分

析していくことは必要不可欠であり，木島平村だから

こそできることと，ある程度一般性をもつことを十分に

区分けしていくことも進めていきたい。 

 

B 本稿の知見 

ここで，本稿の概要をまとめてみたい。 

第 1 章においては，コミュニティ・スクールに関す

る政策展開を整理した後，先行研究として位置づけ

られる，コミュニティ・スクールに関する研究，及び，

地域学習に関する研究を概観した。 

まずコミュニティ・スクールに関する先行研究が，

以下の 2 つに整理できることを示した。ひとつは，学

校運営協議会の機能に着目し，コミュニティ・スクー

ルを「学校ガバナンス」という視点から分析しようとす

る研究であり，もうひとつは，「学校支援」という側面

から分析しようとする研究である。これら先行研究の

蓄積においては，多くが学校長の立場に着目したも

のであり，保護者や地域住民，子どもの視点からコミ

ュニティ・スクールを捉える研究は少ないことを指摘

した。 

 つぎに，地域学習に関して，木島平村外の地域で

行われている先行事例，及び，それについての先

行研究を調査した。地域学習には社会科と「総合的

な学習の時間」が充てられることが多いこと，これま

での先行研究ではその授業場面にのみ着目するこ

とが主で，地域住民がどのような認識を持っているの

か，地域住民が参画する実践を学校経営全体とどの

ように関係づけることができるのかについての言及

は，ほとんどされてこなかったことを明らかにした。 

 そして第2章と第3章のA節では，これまで木島平



平成 25 年度　学校教育高度化センター学内公募プロジェクト報告書

70 71
 

中学校で取り組まれていた実践に着目した。 

第 2 章では「KJH」「村長への提言」の両実践の担

当教員や，地域講師，実践に参加した卒業生へのイ

ンタビュー，さらに関連資料を分析することによって，

実践のねらいや課題を当事者たちの語りに即して明

らかにすることを目的とした。 

「KJH」実践の検討を通しては，学校側の「この村

で育ってよかったという気持ちを持ってほしい」との

ねらいがあったこと，実際の講座では地域講師によ

る創意工夫，積極的に学ぶ生徒たちの姿が浮かび

上がってきたと同時に，地域講師と教員の連携にお

いてある種の緊張関係が見られることも指摘した。 

「村長への提言」実践においては，子どもたちの

成長に関する教員の思いと，村の将来への危機感

が実践の契機となったことが明らかになり，生徒たち

の声からは自身が育った村のことを知るきっかけに

なったこと，発表の準備は通常の授業とは異なる経

験をする機会となっていたことを知ることができた。 

第3章A節では，第2章で詳細に明らかにした実

践を総括し，①子どもたちの学びが実践の中核に据

えられていること，②実践が子どもたちにとって自ら

の暮らす木島平を具体的に知る機会となったこと，

③他者に「伝える」という要素を含んでいたことの 3

点を，両実践の共通点として指摘した。 

そしてこの 3 つの共通点から，両実践を，学校の

中に留まらず，子どもたち自身が学校外に積極的に

出て行き，地域の中で地域の人々との関わりを通し

て地域について学び，そして地域へ発信していくと

いう学習活動として意味付けた。 

両実践を担当した学校の教員は，子どもたちを

「木島平村の子ども」「地域の子ども」として捉える眼

差しを持ち，日々の授業に取り組んでいた。それは，

「KJH」で関わる地域講師の人々と同様である。その

ような教員の思いが実践に反映されることで，単に村

のことを題材にして授業を行うのではなく，子どもた

ちが一人の村民として考えを表明すること，村の仕

事を担えるような存在となることが実践の目標になっ

ていた。ここに，学校での学びを基盤としながら子ど

もたちが村自体の運営に関わっていく可能性と，学

校から村(地域)へと働きかけていく動きが見られるこ

とを明らかにした。 

学校から村（地域）へという動きが可能性として見

られる一方で，「村長への提言」実践を行った当時の

中学生へのインタビューからは，子どもたちからの働

きかけを村の大人たちが充分に受け止めきれてい

なかったこと，すなわち，村（地域）から学校へという

方向の働きかけをどのように創出していくかというこ

とが課題として浮かび上がった。 

第3章B節では，まずこの2年間の木島平村での

コミュニティ・スクール準備過程を資料から振り返り，

第2章と第3章A節で取り上げてきた実践をどのよう

にコミュニティ・スクールへとつなげていけるのかを

提案した。 

2 年間の議論において，木島平村では地域住民

が学校を支援するコミュニティ・スクールという発想か

ら，学校における学習でも村づくりを考え，子どもと

教師が村の運営に積極的に参加しよう，そのために

地域住民に授業に参加してもらって村のことを知ろう

という，学校と地域の双方向的なコミュニティ・スクー

ルという発想に，転換が起こっていることが指摘でき

る。 

そして，現在，木島平村では学校運営協議会規則

に子どもの意見を取り入れるための項目を盛り込む

ことが企図されている。村づくりまでもが構想の射程

に入っている木島平村のコミュニティ・スクールにお

いて，子どもの意見を取り入れる仕組みが構築され

ることは，子どもたちが一人の村民として，継続的に

学校運営，村運営に意見を表明できるようになるとい

う点で，木島平村の地域学習の蓄積をさらに花開か

せることができるのではないかという考察を行った。

さらに，これまでも学校の授業を通してよりよい地域

のあり方を提案してきた子どもたちが，より継続的に

地域に働きかける方途としての，コミュニティ・スクー

ルの可能性を示した。 

全体を通して，本稿の知見として以下の点を示す

ことができると考えられる。 

コミュニティ・スクールのあり方に関して，先行研究

においては，学校支援の側面からも，ガバナンスの

側面からも，地域住民が関わることによって学校がど

のように変化するのか，そこでの成果と課題が中心

的に語られてきた。それに対して，木島平村でのコミ

ュニティ・スクール構想は，コミュニティ・スクール化

以前に進められてきた，学校から地域へ働きかける

動きを持った地域学習を土台とできる可能性がある。
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このことから，現在の学習活動を活かして村づくりま

で考えようとする点，さらに，そのような活動をコミュ

ニティ・スクールを通して継続できるという点で，学校

と地域がとり結ぶ新たな関係のあり方が示唆される。 

 

C カリキュラム・イノベーションへの示唆 

 本稿で得た知見から導かれる，カリキュラム・イノベ

ーションへの示唆を述べたい。 

 カリキュラム・イノベーションは，「大学（アカデミズ

ム）における学問体系を高校・中学・小学校へとおろ

していくように構成されていた」従来の教科カリキュラ

ムを批判し，「社会的レリバンスを有する学力観」へ

の転換の必要性を示すものであり，以下のような図

が提示されている72。 

 

 

     図4：カリキュラム・イノベーション 

 

 上図より，この転換においては，アカデミズムから

一方向的に影響をうける学校教育というあり方から，

アカデミズム，市民社会，職業社会を含んだ社会全

般と相関関係を結ぶ学校教育というあり方へという特

徴を捉えることができる。 

 上記の視点から本稿で得た知見を考えてみるなら

ば，コミュニティ・スクールを軸とした学校・地域間関

係の新たなあり方を，カリキュラム・イノベーションへ

の示唆として提示できるだろう。 

 本稿を通して述べてきたように，従来のコミュニテ

ィ・スクール研究は，その多くが学校での変化や，成

果，課題を分析することを主としてきた。そして，文部

科学省の示すコミュニティ・スクールのモデルを見て

も，「地域とともにある学校づくり」という目標から地域

住民の参加を不可欠としながら，学校から地域への

働きかけは「意見」に対しての「説明」というあり方し

かイメージされていない73。ここにおいては，地域か

らの意見で学校が変化することはあり得ても，学校か

ら地域へ積極的に働きかける動きは浮かび上がりに

くい。 

一方で，木島平村の事例を対象とした本稿では，

コミュニティ・スクール化と授業実践を結びつけて考

察することで，往還的な学校・地域間関係のあり方が

立ち上がってきている。これは，図 5 のように表すこ

とができるだろう。 

 

   図5：学校・地域間関係の新たなあり方 

 

木島平村の事例を中心とした本稿において見え

てきたのは，制度上のコミュニティ・スクールが示す

地域から学校への「意見」，学校から地域への「説

明」という関わり方，あるいは現状の多くの学校が採

用していると判断される「学校支援型」コミュニティ・ス

クールにおいての地域から学校への「支援」という関

わり方，そのどちらでもない。授業を土台として地域

に働きかけようとする教師・生徒，そして学校運営協

議会及び授業実践に参加する地域住民という，学校

と地域のどちらにも影響を及ぼそうとするあり方であ

る。 

 以上を，「社会に生きる学力形成をめざしたカリキ

ュラム・イノベーション」に対する本稿からの示唆とし

て提示したい。 

学校 地域 

子どもの学習 

授業を土台とした

教員や生徒による

地域への働きかけ 

学校運営協議会・

授業実践への参加 

地域と学校と

が双方に影響

を与える 
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 (邊見信，古仲素子) 

(指導教員：小国喜弘教授) 
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 第1年次報告』pp.22-28 
71 各班で書かれた模造紙を，写真に記録したものを

参照した。 
72 東京大学教育学部学校教育高度化センターHPよ

り http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~c-kodoka/project/ka

kakenkiba.htm(最終アクセス日：2014年1月31日) 
73 文部科学省ＨＰより

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/i

ndex.htm(最終アクセス日：2014年3月6日) 
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